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水稲作経営と営農志向

一山形県庄内地方の事例-

秋　葉　節　夫

1、はじめに

山形県庄内地方の水稲作経営では、これまで事例研究を通じて、機械化

一貫体系の確立によって生じる余剰労働力を多様に配分することを通じて、

「農家としての経済を確保する努力が払われている(1)」と指摘されていた。

しかし、低米価や農業の不利性の進行のなかで、一層の経営の合理化が求

められている。そして、事実、有志共同による生産組織の展開が見られる

わけである(2)。もちろん、ここでの生産組織は、「個別経営を補完するも

のとしての組織(3)」であり、それを構成する農家は、それぞれ独立した経

営体であり、その意味で個別経営の独立性は維持されているわけである。

したがって、共同化は、機械施設に関する共同利用組織や集荷施設の共同

利用という形態をとっている。本稿でも、共同化については、以上の意味

を合意している。

ところで、この共同組織は、過剰投資を避け、家族労働力の完全燃焼を

めざした、個別農家の利益と判断されるかぎりでの共同化であり、「無償

労働の原理」にもとづいた集団栽培とは異質である。そして、この共同化

は、一方では、過剰投資の回避と、他方ではライスセンターの稼働ともあ

いまって、乾燥・調整の共同化の形態で進行した。また、その共同化は、

乾燥・調整だけではなくて、コンバインの共同利用を挺子とした秋作業の

共同化の方向で志向されてきている。もちろん、こうした共同組織の展開

は一様なものではなく、個別事例で示すように、個別農家の経営上の利益

となる条件が整ったところで始まり、継続することになる。それでは、そ

の生産組織を通じた共同化はどのように展開しているのであろうか。その
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点の一端を明らかにするために、以下のような手順を踏んで検討してみた

い。

すなわち、2、庄内農業の現状。ここでは、庄内地方の農業の近年の概

況を統計資料をもとに分析し、どのような営農志向が生じているかを明ら

かにする。3、「施設主導型」の生産組織。鶴岡市平京田集落を事例とし

て取り上げ、その集落内での共同利用組織の展開を、ライスセンターを通

じた共同化の方向との関連で明らかにする。4、「高速道路関連事業」と

生産組織。同じく庄内地方に位置する酒田市漆曽根四区集落を事例として

取り上げる。カントリーとともに、「高速道路関連事業」の実施と関わっ

て共同利用組織の進展を検討する。こうして、全体として、庄内地方の稲

作農民の営農の方向を検討するわけである。

2、庄内農業の現状

われわれが検討の対象とする山形県酒田市北平田地区、同鶴岡市京田地

区を含む山形県庄内地方については、すでに多くの研究があり、そこで農

業の現状についても言及されている(4)。したがって、ここでは、統計資料

を用いて、課題に関わるかぎりでの検討をおこなってみたい。

まず、図表の掲示は省略するが、主要な農業機械の普及状況では、

1975年を境にして、トラクター、田植機が総台数を増加させながら、同

時に大型化してきていた。93年以降は調査が実施されていないが、これ

までは大型化が示されていた。また、秋作業機としては、自脱型コンバイ

ンが同じく75年以降増加するとともに、大型化が進んだといネる。他方、

それとセットになった乾燥機の循環型を中心とする普及が見られた。現在

では、数字の上では正確には示せないが、ライスセンターへの加入から、

総台数の減少が見られる。全体として、大型化・利便化が求められるとと

もに、省力化の方向が目指されてきたといえるであろう。

ところで、このような機械化一貫体系の形成は、10アール当り投下労
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働時間を減少させることになるであろう。表1は、山形県の数字であるが、

経営規模別水稲10アール当り投下労働時間を年次別に示したものである。

85年から95年の10年間で、全体の労働時間は、55.3時間から35.2時間へ

と大幅に減少しており、とくに1.5ヘクタール以上層で平均以下の減少と

なっている。したがって、省力化の効果は、大規模農家層に現れていたと

いうことができるであろう。さらに、表2は、同じ10アール当り投下労

働時間を作業別に見たものである。これによると、80年代以降、減少が

進んだものの、90年以降は減少が緩慢になっており、95年時点で見ると、

労働時間は増加していることが解る。他方、種子予措、苗代、追肥などの

時間はこれまで減少していなかったが、それも87年以降は減少に転じて

いる。現在では、すべての作業で労働時間の減少が見られる。つまり、機

械化一貫体系の完成によって機械作業による労働時間の減少は終わり、ま

た80年代半ば以降は、水稲作農業の条件が悪化したことによって、農業

機械の更新を通じた大型化・高性能化が抑制された結果、労働時間の減少

が頭打ちになっているということが示されるのである。

次に、表3によって、庄内の農業労働力編成の年次別変化を見ると、

95年時点で一戸当りの家族員数がほぼ5人、世帯主夫婦と後継者夫婦、

そしてその少数の子供という単純な直系家族が標準的な型として定着し、

一戸平均1.4人程度の家族労働力が各家の農業生産の担い手となっている

ことが理解されるのである。また、臨時的受入労働力を見ると、減少した

レベルで90年以降は安定していることを見て取ることができる。つまり、

臨時雇は、ある程度の安定を示しているのである。

さて、それでは、このように、一戸当り平均1.4人の家族労働力にもと

づくものとして展開されてきた庄内の水稲農業は、どのような平均収量を

示してきているのであろうか。この点を表4によって見ると以下の通りで

ある。すなわち、10アール当り平均収量は、1985(昭和60)年以降600

キロ前後の水準にあるが、内容的には、豊凶の揺れは大きく、95年時点

では、庄内平均549キロとなっている。しかしながら、こうした水稲作の
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表1経営規模別水稲10a当労働時間(山形県:1985-1995年)
(単位:時間)

3 0 a 未 満 3 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1 5 0 1 5 0 -2 0 0 2 0 0 - 3 0 0

1 9 8 5

家 族 8 2 .4 7 8 .2 6 2 . 7 5 9 .9 5 3 .8 4 5 .8

雇 用 7 .9 2 .2 0 .9 1 .6 1 . 1 0 .1

計 9 0 .3 8 0 .4 6 3 .6 6 1 .5 5 5 .0 4 6 .9

1 9 9 0

軍 旗 8 0 .0 5 5 .7 5 0 .7 4 5 .9 3 8 .4 3 0 .7

履 用

計

8 0 .0 1 . 1

5 6 .8

0 .2

5 0 .9
4 5 .9 1 .3

3 9 .7

1 .8

3 2 .5

1 9 9 5

家 族 5 2 .4 5 5 .8 4 2 .4 2 9 .9 3 0 .3

用 1 .5 1 .0 0 .5 0 .7 0 .4

計 5 3 .9 5 6 .8 4 2 .9 3 0 .6 3 0 .6

3 0 0 a 以 上 平 均

1 9 8 5

華 族 4 4 .2

1 .0

5 4 .3

1.0雇 用

計 4 5 .2 5 5 .3

1 9 9 0

家 族 2 9 .5 3 8 .8

雇 用 0 .3 0 .7

計 2 9 .8 3 9 .5

3 0 0 -5 0 0 5 0 0 以 上 平 均

1 9 9 5

家 族 2 5 .4 2 8 .4 3 4 .7

雇 用 0 .1 0 .5 0 .5

計 2 5 .4 2 8 .8 3 5 .2

注:『山形県農林水産統計年報』各年時所有の農産物生産費調査より作成。

表2　作業別水稲10a当り労働時間(山形県:1981-95年)
(単位:時間)

種 子 予 措

苗 代

水 田 耕 起

整 地

基　 肥 田　 植 追　 肥 除　 章 潅 排 水 管

埋

防　 除

1 9 8 1 8 .7 5 .1 2 .8 8 .3 1 .4 5 .9 8 .8 1 .3

1 9 8 3 8 .4 4 .5 2 ,6 7 .7 1 ,4 5 .5 9 .0 1 .3

1 9 8 5 8 .1 4 .4 2 .3 7 .2 1 .5 3 .8 9 . 1 1 .0

1 9 8 7 7 .9 4 ,1 1 .9 6 .6 1 .1 3 .3 8 .2 0 .9

1 9 8 9 7 .2 3 .8 1 .9 6 .2 1 .2 2 .3 7 . 1 0 .8

1 9 9 1 6 .2 3 .3 1 .6 5 .7 0 .8 1 .5 6 .5 1 .0

1 9 9 3 5 .9 3 .0 1 .1 5 .2 1 .0 1 .2 6 .0 0 .9

1 9 9 5 5 .7 3 .2 1 .4 5 .1 0 .7 1 .3 6 ,7 1 .1

稲 刈 脱 穀 籾 摺 乾 操 生 産 管 埋 計 動 力 運 転

時 間

雇　 用

1 9 8 1 1 5 .5 5 .1 6 2 .9 1 6 ,2 1 .2

1 9 8 3 1 5 .6 3 .8 5 9 .8 1 5 .7 1 .4

1 9 8 5 1 4 .2 3 .7 5 5 .3 1 6 .0 1 ,0

1 9 8 7 1 1 .5 3 .2 4 8 .7 1 5 .3 0 .8

1 9 8 9 1 0 .7 3 .1 4 4 .3 1 4 .7 0 .8

1 9 9 1 7 .7 2 .9 0 .7 3 7 .9 1 2 .9 0 .4

1 9 9 3 5 .4 2 .6 0 .9 3 3 .5 1 1 .9 0 .2

1 9 9 5 6 .0 2 .2 0 , 1 3 5 .6 -

注:『山形県農林水産統計年報』各年次所有の農産物生産費調査より作成。
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表3　農業労働力編成(庄内:1975-95年)
(単位:人)

家 族 員 数

(1 戸 当 り

農 業 専 従 主

従 音 数

(1戸 当 り

年 雇

実 人 数

臨 時 的 受 入 労 働 力 (の ぺ 人 数 )

臨 時 雇 掌 品 替 l 手 伝 い 計

1 9 7 5 年 (セ ) 1 3 6 .7 9 2 (5 .1 ) 4 1 ,7 6 4 ( 1 .6 ) 8 6 1 8 1 .1 3 1 1 0 6 .8 5 9 1　 9 ,5 9 0 2 9 7 ,5 8 0

1 9 7 7 年 (県 農 ) 1 3 3 ,1 5 1 (5 .1 ) 4 0 ,2 4 9 ( 1 .5 ) 7 1 1 0 5 ,7 5 4 5 3 .7 7 5 1 5 9 .5 2 9

1 9 8 0 年 (セ ) 1 2 8 ,8 1 4 (5 .1 ) 3 7 ,1 3 9 ( 1 .5 ) 4 2 6 2 ,5 6 2 2 0 ,2 6 2　　 4 ,6 1 4 8 7 ,4 3 8

1 9 8 2 年 (県 農 ) 1 2 2 .7 3 6 (5 .1 ) 3 4 ,7 2 8 ( 1 .4 )
.・・・.- 5 7 ,3 5 2 1 7 .0 1 2 7 4 ,3 6 9

1 9 8 5 年 (セ ) 1 1 9 ,3 0 4 (5 .1 ) 3 4 .8 2 2 ( 1 .5 ) 5 7 5 5 ,9 3 9 9 ,7 6 1　 6 .2 0 5 7 1 .9 0 5

1 9 8 7 年 (県 農 ) 1 1 4 ,8 0 2 (5 .2 ) 3 3 ,5 8 9 ( 1 .5 )
・.・・・.- 5 9 ,1 7 3 d・.- 5 9 ,1 7 3

1 9 9 0 年 (セ ) 1 0 7 ,8 2 4 (5 .2 ) 3 0 .9 3 7 ( 1 .5 ) 4 7 4 3 ,5 6 0 3 .6 8 5　　 8, 1 3 8

1 0 .4 3 7

5 5 ,3 8 3

1 9 9 2 年 (県 農 ) 1 0 1 .5 5 8 (5 .2 ) 2 8 ,1 8 4 ( 1 .4 ) 8 3 3 5 ,6 8 6 3 5 .6 8 6

1 9 9 5 年 (セ ) 9 3 .1 9 9 (5 .1 ) 2 5 .4 3 8 ( 1 .4 ) 1 2 8 3 8 .5 1 2 4 8 ,9 4 9

増

1 9 7 5 - 7 7 △ 3 ,6 4 1 △　 1 ,5 1 5 △ 1 5 △ 7 5 .3 7 7 △ 6 2 ,6 7 4 △ 1 3 8 .0 5 1

1 9 7 7 - 8 0 △ 4 ,3 3 7 △ 1 3 .1 1 0 △ 2 9 △ 4 3 ,1 9 2 △ 2 8 ,8 9 9 △　 7 2 ,0 9 1

1 9 8 0 - 8 2 △ 6 .0 7 8 △　 2 ,4 1 1 △　 5 ,2 1 0 △　 7 ,8 6 4 △ 1 3 ,0 7 4

1 9 8 2 - 8 5 △ 3 4 3 2 1 5 4

3 6

△ 1 4 1 3 △ 1 ,0 4 6 △　 2 4 5 9

減 1 9 8 5 - 8 7 △ 4 ,5 0 2 △　 1 ,2 9 3 3 .2 3 4 △ 1 2 .7 3 2

1 9 8 7 -9 0 △ 6 ,9 7 8 △　 2 ,6 5 2 △ 1 5 .6 1 3 - △　 3 ,7 9 0

1 9 9 0 -9 2 △ 6 .2 6 6 △　 2 ,7 5 3 △　 7 ,8 7 4 △ 1 9 .6 9 7

1 9 9 2 - 9 5 △ 8 .3 5 9 △　 2 .7 4 6 4 5 2 ,8 2 6 1 3 .2 6 3

注:『山形県の農業』各年次より作成。(セ)はセンサス、(県農)は山形県農業基本調査。

表4　水稲10a当り収量の推移(1985-95年)
(単位:Kg)

酒田市 鶴 岡市 庄　 内 山形県

1 9 85 6 56 64 2 6 3 1 6 13

1 9 86 6 33 62 0 6 1 0 60 4

1 9 87 6 3 1 6 0 7 5 9 9 60 0

1 9 88 6 0 1 58 9 5 7 6 5 36

1 9 89 6 36 62 7 6 11 5 79

19 90 6 20 6 13 6 0 0 58 2

19 9 1 5 8 9 5 8 8 5 7 1 54 7

19 9 2 5 9 1 6 18 5 8 1 5 76

19 9 3 58 0 57 6 5 2 6 4 59

19 94 6 09 6 3 3 6 1 2 6 15

19 95 5 74 5 6 0 5 4 9 53 4

注:『山形県農林水産統計年報』各年次より作成。

収量のなかで、水稲作農家経済の悪化が著しい点は注意を要するところで

ある。図表は掲示していないが、生産物価額は低迷しており、農業収入と

しても改善していない。また、労働費当り生産物価額と物財費当り生産物

価額がともに低水準にあるわけである。そして、当然のことながら、この

傾向は、小規模層において特に著しいのである。

ところで、表5を見てみると、生産物価額が80年代半ば以降低下して

いくなかで、一戸当りの現金収入は、特に90年代以降、300万円台に抑え
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表5　水稲作と家計費現金支出との関係(山形県:1980-95年)
(単位:円)

水 稲 1 0 a 当 り ( 3 h a 以 上 層 )
水 稲 3 .5 h a 層

1 戸 当 り 現 金

収 入

(d こC X 3 5 )

2 h a 以 上 層 家

計 費 現 金 支 払

額 (担 税 公 課

を 含 む )

(e )

比　 率

(d / e )

主 生 産 物 価 額

(a )

現 金 費 合 計

(b )

差　 引

(Cニa -b )

年

1 9 8 0 1 9 1 .1 1 0 6 8 .2 0 5 1 2 2 ,9 0 5 4 .3 0 1 .6 7 5 4 ,2 2 0 ,6 0 0 1 0 1 .9 %

1 9 8 1 1 6 6 ,5 2 4 7 3 ,8 0 3 9 2 ,7 2 1 3 .2 4 5 ,2 3 5 4 .5 0 5 .1 0 0 7 2 .0

1 9 8 2 1 8 6 .3 8 9 7 5 ,6 6 2 1 1 0 ,7 2 7 3 .8 7 5 .4 4 5 4 .5 0 2 ,5 0 0 8 6 .1

1 9 8 3 1 9 8 ,1 6 5 7 8 ,7 5 2 1 1 9 ,4 1 3 4 .1 7 9 ,4 5 5 4 ,6 9 3 .4 0 0 8 9 .0

1 9 8 4 2 0 9 ,5 6 2 8 2 ,8 3 6 1 2 6 ,7 2 6 4 .4 3 5 .4 1 0 5 .2 8 9 ,9 0 0 8 3 .8

1 9 8 5 2 1 3 .8 3 1 8 4 .5 9 7 1 2 9 .2 3 4 4 .5 2 3 .1 9 0 4 .9 9 5 ,2 0 0 9 0 .6

1 9 8 6 1 9 7 ,2 6 3 7 9 .4 1 6 1 1 7 .8 4 7 4 .1 2 4 .6 4 5 5 .1 3 4 .8 0 0 8 0 .3

1 9 8 7 1 8 9 ,1 0 2 7 6 ,4 3 7 1 1 2 ,6 6 5 3 ,9 4 3 ,2 7 5 5 .4 3 9 .3 0 0 7 2 .5

1 9 8 8 1 8 1 ,7 6 3 7 7 ,7 5 1 1 0 4 .5 6 2 3 .6 5 9 ,6 7 0 6 ,0 2 3 .9 0 0 6 0 .8

1 9 8 9 1 9 5 ,5 2 9 7 7 ,2 0 1 1 1 7 .7 7 8 4 , 1 2 2 ,2 3 0 5 ,9 2 8 ,9 0 0 6 9 .5

1 9 9 0 1 8 1 ,5 8 3 7 5 ,9 9 9 1 0 5 .5 8 4 3 .6 9 5 ,4 4 0 6 ,4 6 0 ,2 0 0 5 7 .2

1 9 9 1 1 6 4 ,9 8 3 6 7 ,6 8 0 9 7 ,3 7 5 3 ,4 0 8 .1 2 5 6 ,2 8 0 ,0 0 0 5 4 .3

1 9 9 2 1 7 0 .6 6 3 6 6 .3 4 4 1 0 4 ,3 1 9 3 ,6 5 1 ,1 6 5 6 ,2 9 9 ,9 0 0 5 8 .0

1 9 9 3 1 7 4 .6 6 0 6 8 .3 5 1 1 0 6 ,3 0 9 3 ,7 2 0 ,8 1 5 6 ,0 9 1 .8 0 0 6 1 .1

1 9 9 4 1 6 6 ,1 0 2 7 2 .8 8 1 9 3 ,2 2 1 3 ,2 6 2 ,7 3 5 6 .8 4 8 ,3 0 0 5 0 .6

1 9 9 5 1 3 6 ,8 5 3 6 8 .7 7 7 6 8 ,0 7 6 2 .3 8 2 .6 6 0 7 .3 6 6 ,3 0 0 3 2 .6

注:『山形県農林水産統計年報』各年次より作成。
水稲3.5ha層1戸当り現金収入は、農産物生産費調査により、3ha以上層の10a当り主生産物
価額から10a当り現金費用合計(購入支払+償却)を差し引いた額に、単純に35を乗じて算出
した。したがって自家飯米分は無視されており、生産物の全量が商品化されると見なされて
いる。

2ha以上層家計費現金支払額は、農家経済調査により、2ha以上層の現金家計費緬に租税公
課諸負担額を加えて算出した。

込まれている。ところが、家計費現金支払額は、90年代以降は700万円台

にまで上昇してきているのである。その結果、家計費充足率は、3ヘクタ

ール以上層であっても、80年代以降100パーセントを割り込み、95年時

点では、38パーセントとなっているのである。こうして、すでに述べた

水稲作の労働時間の短縮とともに、家計費充足率の低下は、農家経営の維

持が、水稲作以外の部門による下支えを必要としているということがいえ

るわけである。

そこで、この点についてプラス・アルファ部門、つまり複合部門の方向

を見てみたい。これまで畑地をほとんどもたなかった庄内の水稲作農家に

とって重要な位置を占めていた畜産については、例えば肉牛では、80年
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代半ばまでは発展が見られたが、それ以降数の上では減少に転じている。

ただ、乳用牛、肉牛、豚、採卵鶏いずれも、飼養農家数は減少しながら一

戸当り飼養頭羽数の増加が見られる。つまり、水稲作農家と畜産農家への

分化傾向が示されている。畑作では、山麓地帯のダイコン、庄内柿などす

でに特産品としての地歩を得ている作物は、面積・収量ともにそれなりの

数値を示している。また、施設園芸では、総数はなお少ないが、増加が見

られ、商品価値の高いメロンも95年までは増加傾向が見られた。このよ

うに、水稲作以外の部門については、その部門に特化しなければ経営が成

立しにくく、したがってプラス・アルファに進出する農家はその部門への

比重を高めざるをえない。その意味で、少数の特定農家が複合経営をめざ

すことで、合理的な農家経営が志向されている。

さて、それでは、以上のような庄内農業の状況のなかで、農家各層はど

のような動向にあるのであろうか。表6によって、経営規模別農家数を見

ると、1975(昭和50)年には3.5ヘクタールにあった戸数増減の分岐点、

つまり農民層分解の基軸が、その後高まり、95年には5.0ヘクタールに推

移しているのが解る。こうして、現在では、5.0ヘクタール以上層の増加

とそれ以下の規模層の減少が特徴的である。したがって、確かに、水稲作

経営規模の拡大が水稲作農家の選択肢のひとつだとしても、その選択肢を

現実にとれる農家の数は限られていることに注意しておかなければならな

い。このように、農地流動化が停滞しているのは、一方では土地高騰が農

地にも及んで農地を購入しても経営が成り立つ採算をとれないこと、他方

では米価の低下がその事態を深刻にしていることである。また、小規模農

家が農地を所有したままで農外就労する形態が圧倒的であることにもよる

のである。

もとより、こうした経営規模別農家数の変化の背後には、兼業化の動向

が存在するわけである。表7は、専兼別農家数の変化を示したものである。

これによれば、総農家数は75年以降、一貫して減少している。そのなか

で77-80年では、専業農家と第一種兼業農家の減少、第二種兼業農家の
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表8　被傭兼業種類別従事者数(庄内:1975-95年)
(単位:人)

総　　 数 恒 常 的 出 稼 ぎ 日 雇

(一 戸 当 り 勤 務 臨 時 雇

1 9 7 5 年 (セ ) 5 0 ,8 3 5 (1 .9 ) 2 1 .2 3 9 9 ,2 1 9 2 0 ,3 8 0

1 9 7 7 (県 農 ) 4 9 ,0 7 8 (1 .9 ) 2 1 ,9 7 4 6 ,3 0 3 2 0 .8 0 1

1 9 8 0 (セ ) 4 8 ,5 6 2 (1 .9 ) 2 5 ,6 8 1 3 ,4 6 7 1 9 ,4 1 4

1 9 8 2 (県 農 ) 4 5 ,9 3 9 (1 .9 ) 2 7 .0 2 3 3 .1 8 3 1 5 .7 3 3

1 9 8 5 (セ ) 4 4 .2 5 6 (1 .9 ) 2 8 ,9 8 5 2 ,4 9 4 1 2 ,7 7 7

1 9 8 7 (県 鳥 ) 4 1 .7 5 9 (1 .9 ) 2 9 ,5 1 8 1 .9 1 1 1 0 .3 3 0

1 9 9 0 (セ ) 4 0 ,3 5 1 (1 .9 ) 3 0 .1 6 9 1 ,2 4 9 8 .9 3 3

1 9 9 2 (県 農 ) 3 9 ,1 4 4 (1 .9 ) 2 9 .8 8 9 9 3 9 8 .3 1 6

1 9 9 5 (セ ) 3 6 ,7 8 7 (1 .9 ) 2 8 ,8 2 5 5 2 5 7 ,4 3 7

増

減

1 9 7 5 -7 7 △ 1 ,7 5 7 7 3 5 △ 2 ,9 1 6 4 2 1

1 9 7 7 -8 0 △　 5 1 6 3 ,7 0 7 △ 2 ,8 3 6 △ 1 .3 8 7

1 9 8 0 -8 2 △ 2 ,6 2 3 1 ,3 4 2 △　 2 8 4 △ 3 ,6 8 1

1 9 8 2 -8 5 △ 1 ,6 8 3 1 ,9 6 2 △　 6 8 9 △ 2 ,9 5 6

1 9 8 5 -8 7 △ 2 ,4 9 7 5 3 3 △　 5 8 3 △ 2 ,4 4 7

1 9 8 7 -9 0 △ 1 ,4 0 8 6 5 1 △　 6 6 2 △ 1 ,3 9 7

1 9 9 0 -9 2 △ 1 ,2 0 7 △　 2 8 0 △　 3 1 0 △　 6 1 7

1 9 9 2 -9 5 △ 2 .3 5 7 △ 1 .0 6 4 △　 4 1 4 △　 8 7 9

注:『山形県の農業』各年次より作成。(セ)はセンサス、
(県農)は山形県農業基本調査。

増加となっていた。しかし、87-90年に、専業農家と第一種兼業農家の

減少と第二種兼業農家の微増という傾向が示されたあと、90-95年では、

すべて減少となっている。こうして、庄内において、水稲作の担い手は、

現在のところ、第二種兼業農家が圧倒的多数であり、逆に、専業農家は一

割を切っている状況である。ただし、確かに、90年以降では、減少に転

じているものの、80年代以降では、専業農家が漸増していた点には注意

が必要である。しかし、第二種兼業農家が依然として多く、兼業化は顕著

である。さらに、「農業センサス」によって、被傭兼業別従事者数の変化

を見ると次のようである。すなわち、75年以降、一戸当り兼業従事者数

は1.9人であり、兼業種類別では、恒常的勤務の増加が見られた。しかし、

90年以降はそれも減少に転じて、総数の減少とともに、農業からの離脱

傾向が強まってきているように見える。
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さて、以上の点を踏まえるならば、庄内地方における水稲作農業の展開

は三つの方向をたどってきたものといえる。その第一は、水稲専作志向で

ある。もちろん、現在では、米価の低下、土地の流動化の停滞などから、

この志向の現実化は困難であるが、営農志向としては存在しているものと

思われる。第二は、少数であるが、プラス・アルファに従事し、こうして

水稲作以外の部門を発展させようとする複合経営志向である。そして、第

三には、農外就労志向である。これは、農外収入に依存して家計を保持し、

他方では、農業経営も維持していこうとする形態である。農業を取り巻く

環境が厳しい現在、この農外就労志向が数の上では圧倒的になっているこ

とはいうまでもない(5)。

ところで、すでに庄内地方の事例研究において、「水稲作の機械化によ

って生じる余剰労働力を多様に配分することによって、その完全燃焼をめ

ざし、農家としての経済を確保する努力が払われている(6)」と指摘されて

いた。つまり、余剰労働力の投入先は農業内あるいは農業外を問わず、さ

らにそこでは投下労働に見合った収入が目指されていたわけである。すで

に述べたように、庄内農民の三つの営農志向は、この努力の帰結であった

といえる。それでは、こうした農家経済はどのように展開していくのであ

ろうか。厳しい農業環境のなかでは、農業収入だけで生計を維持していく

ことはほとんど困難である。低米価によって収入も抑制されているとすれ

ば、生産費用の節減、つまりはコストダウンがめざされなければならない。

そして、コストダウンとしては、各農家の個別利害に適合する共同化があ

げられる。この点では、農業生産組織も、「それぞれの個別農家の経営に

とって利益となるかぎりでの結合(7'」という性格を帯びている。換言すれ

ば、「個別経営にとって利益となるかぎりでの共同`8)」が進展するのである。

そして、他方では、その共同化を進めることによって、農作業の省力化を

はかり、そうしてまた余剰労働力を適正に配分しようとする。その意味で

は、個別経営を相互に守る共同としても現れるわけである。後述するよう

に、共同化の契機自体は一様ではないが、しかし、個別農家の経営上の利
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益となる条件がととのったところで共同が始まり、継続する。もちろん、

その背後には、農業をめぐる状況が悪化し、農作業の共同も含めて、合理

化、コストダウンの追求という個別農家の経営上の志向が働いているわけ

である。

3、「施設主導型」の生産組織

一鶴岡市平京田集落-

まず、鶴岡市京田地区に属する平京田集落をとりあげてみよう。平京田

集落は、鶴岡市街の西方二キロメートルに位置する。国道7号線と国道

112号線が集落に即して走り、そうして都市近郊農村の景観を呈している。

2000(平成12)年時点で、戸数48戸、うち農家数は22戸の集落である。

また後述するように、経営面積2ヘクタール以上の農家は全体の6割を占

めている。つまり、水稲単作農家が大半である。それでは、この平京口集

落が農業経営上どのような共同化を試みて現在に至っているかを見てみた

い。

かって、庄内平野を特徴づけた「部落ぐるみ」の水稲集団栽培は、当の

平京田集落においても見られた。1967(昭和42)年には、国の農政事業と

しての「高度集団栽培促進事業」の指定を受け、20PSトラクター4台、

高性能防除機3台を集落として共同所有し、その上で、催芽、苗代、耕転、

代掻、田植、防除を共同作業とするのがその内容であった。その際、集団

栽培の実施単位は、28戸の農家を4つに班別編成したトラクター班であ

った。もとより、当の集団栽培は、その後解体することになる。はじめは、

当の集団栽培は、トラクターの共同利用とともに、出稼ぎや人夫・日雇い

などの不完全燃焼の労働力を集落につなぎ止め、活用する形で発足した。

ところが集団栽培の展開過程のなかで、稲作機械化一貫体系が形成され、

そのような補助労働力を不要化する。つまり、集団栽培組織は、事実上、

これまで補助労働力を提供していた小規模経営層の土地に対する、オペレ
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一夕ーを勤める大規模経営層の組織請負という性格のものになっていく。

しかし、それが依然として「部落の仕事」として低報酬であり続けるかぎ

り、「割に合わない」ということになるのである。こうして、一方では、

稲作機械化一貫体系の形成と臨時的補助労働力の不要化、他方では「農外

労働との矛盾」のなかで解体していったわけである(9)。ところが、平京田

の場合には、集団栽培は解体するが、トラクター班という班編制は存続し、

つまりはトラクターという農用機械を有志で共同所有する生産組織として

再出発したわけである。ところが平京田の場合、単にトラクターの共同所

有にとどまらず、その他の農用機械についても共同所有化し、さらには水

稲作作業の共同化の単位としても機能するという生産組織も現れた。トラ

クター班では、第4班であるが、まずその動きから述べてみたい。

「部落ぐるみ」の水稲集団栽培が解体するなかで、1974(昭和49)年、

当の第4班を構成する5戸の農家、つまり表9のうち、(3)(4)(11)

(18)(21)が「平京田農事組合法人」を結成した。その上で、春作業の

耕転、代掻、育苗、田植を共同作業化すること、同時に、コンバイン2台

を共同所有して、秋作業の刈取、脱穀を共同作業にするものであった。こ

の「平京田農事組合法人」が結成された根拠には、5戸の農家が経営規模

で同質であったこと、他方では、当時その経営規模は零細であり、トラク

ター、田植機、コンバインの個別所有がコスト高であったことがあげられ

る。ともあれ、こうして、水稲作の共同作業が有志の形態をとって存続し

ていくことになる。

ところがその後、1989(平成元)年、「平京田農事組合法人」は15年

の活動を終えて解散することとなった。その理由は、すでに述べた水稲集

団栽培の解体の時と同様に兼業深化にある。すなわち、法人を前提にする

と、一人の人間が二カ所で就労しなければならない。つまり、農業内の作

業が農外就労の足かせとなったのである。農外就労志向が高まれば高まる

ほどこの矛盾が顕在化する。そして、農外就労を優先して、法人を解散に

追い込んだのである。しかし、後述するように、法人形態は解体したが、
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農用機械の共同利用とそれに伴う水稲作の共同化は存続することになる。

それでは、以上のような経過を経て、現在の平京田集落の全体としての

農業経営はどのような特徴を示しているであろうか。表9は、2000(平

成12)年時点での農業経営状況である。全体の状況を見てみよう。この

集落の農家は、経営面積が6ヘクタールから1ヘクタール未満にまで渡っ

ている。受託農家は4ヘクタール以上層に見られるが、他方(3)(11)

のように、2ヘクタール層にも見られる。委託農家は、農家番号(6)(2

2)の2戸だけである。このうち、(6)は、後継者が病気のため、臨時

的に委託に出している。(22)は、作業委託である。経営規模の割には委

託が少ないのは、後述するように、機械の有志共同所有と農作業の共同化

がおこなわれ、したがって小規模農家が農業経営にとどまっているからで

ある。

次に、その農業機械の所有状況についてであるが、すでに述べたように、

水稲集団栽培以降のトラクター班が原型になって、多様な組み合わせが見

られる。すなわち、aグループは、農家番号(3)(4)(11)(18)(21)

の5戸で38PSトラクター2台が共同所有されている。bグループは、農

家番号(10)(16)(17)の3戸で、33PSトラクター1台が共同所有さ

れている。fグループは、(14)(15)(20)の3戸で、35PSトラクター1

台が共同所有されている。dグループは、(1)(5)(8)(19)(22)の

5戸で、38PSトラクター2台を共同所有している。しかし、トラクター

の共同所有は見られるが、abdfグループのうち、aグループ(第4班)を

除いて、春作業の共同は見られない。つまり、機械共同利用組織なわけで

ある。田植機については、三つの共同所有グループが存在するが、トラク

ター班と重なるのはaグループだけである。すなわち、aグループは、6

条植乗用2台を、(3)(4)(11)(18)(21)の5戸で共同所有してい

る。また、田植作業もグループ(第4班)で共同におこなわれている。e

グループは、(5)(19)(20)の3戸で、6条植乗用1台を共同所有し

ている。Cグループは、(14)(17)の2戸で6条植乗用1台を共同所有し、
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田植作業も共同化している。ただし、この場合は、2戸が親戚関係にあり、

その契機で共同化が実現したものであり、厳密な意味での有志グループと

はいえない。さらに、コンバインについて見ると、三つのグループが存在

している。すでに述べたaグループ(第4班)がコンバイン6条刈1台を

共同所有し、刈取・脱穀作業を共同にしている。eグループは、田植機共

同のグループに対応し、5条刈1台を共同所有するとともに、刈取・脱穀

の共同作業がおこなわれている。hグループは、農家番号(1)(8)(10)

の3戸で構成され、4条刈1台を共同所有するとともに、刈取・脱穀の共

同作業がおこなわれている。

なお、以上のコンバインの共同所有グループは、京田ライスセンターの

利用班に対応している。京田ライスセンターは、1985(昭和60)年に稼

働を開始している。このライスセンターは、京田地区全体の水田550ヘク

タール、農家数200戸余りのうち、350ヘクタール、130戸を対象として

いて、乾燥、調整をおこなう施設で、直接的には利用者である農民が組織

する「京田穀物乾燥調整施設利用組合」が管理・運営に当たっている。こ

の施設の事業目的には、「農業機械の効率的利用」があり、「経営合理化を

基本とした生産組織(共同利用組織)の育成をはかり、機械の効率的利用

を行い、低コスト稲作を確立する(10)」となっている。

ところで、この「農業機械の効率的利用」は刈取から調整までの一貫し

た共同化の方向で進められ、その際、その共同化は集落ごとに利用班を設

定するという形をとっている。この利用班では、7-8ヘクタールごとに

コンバインを共同所有することになっている。もともと当初は、使用中の

コンバインの償却の関係もあり、一斉に共同所有に転換するということに

はならなかった。しかし、乾燥・調整にとどまらず、刈取・脱穀といった

コンバイン作業の共同化が順次展開していくことになる。平京田の場合も、

1985(昭和60)年に、すでに述べたような、三つの利用班が形成され、

1987(昭和62)年頃から、当の利用班を主体としたコンバインの共同所

有とそれを挺子とした、刈取・脱穀の共同作業が実現して現在に至ってい
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る。ここには、共同化を推進するにあたっての「施設主導型」という性格

を見てとることができるであろう。平京田集落の場合は、かっての「部落

ぐるみ」の集団栽培におけるトラクター班が原型となって、その後のトラ

クター共同利用組織に再編され、それがさらに田植機共同利用の組織形成

にも影響を与えた。この限りでは、共同化の契機は有志共同という農民の

自発的な契機に負っている。他方、秋作業の共同では、すでに述べたよう

に、ライスセンターの稼働開始とあいまって「施設主導型」として形成さ

れたわけである。なお、すでに述べたaグループ(第4班)は、「平京田

農事組合法人」が解散した1989(平成元)年に利用班に編入されている。

もともとライスセンターの導入に当たっての目標とされていた「経営の

合理化を基本とした生産組織(共同利用組織)」は、刈取・脱穀、乾燥・

調整という秋作業に限定されずに、そのねらいとしては、耕起から田植に

いたる春作業の共同化にもあった。この点を考えてみれば、平京田の場合

は、「施設主導型」の共同化のひとつの先行事例となるわけである。

それでは、以上のような全体的な状況のなかで、個別農家の営農意識は

どのように展開しているであろうか。一件の事例を通して検討しておきた

い。事例は(18)農家である。まず、受委託については、「自分は受託を

やる気はない」。また「田を放す人がいると平京田のところにくる」とい

うことがあるが、「今のところは現状維持で見ている」。経営目標は、「増

収ではなくて、品質である。コストダウンも考える。例えば直播きなども

ある」。兼業は「妻が常勤で出ている」。プラスアルファはシメジ1100箱。

このシメジは「昭和56年からやっている。農閑期の収入源である」。「枝

豆は二反。シメジと労力が重ならない。他にも条件を見て組み合わせてい

きたい」。共同化については、「今、個人で(機械装備を)する時代ではな

い」。もちろん共同化を続けていくことにも課題はあるが、「(共同化を)

続けていかないと農業を続けていけないであろう」。以上のように、この(18)

農家は、水稲作経営については現状維持である反面、条件があればプラス

アルファの拡充を希望している。その意味ではプラスアルファ志向の農家
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である。もちろん、プラスアルファを本格的には展開できないので、妻の

兼業は不可欠である。それでも、それ以上兼業へは傾斜せず、農業内部で

の労働力の燃焼を志向している。すでに述べた「第4班」(5戸グループ)

の1戸として、耕転、代掻、育苗、田植、刈取、脱穀の作業を共同化して

いる。共同化の維持には積極的で、むしろ共同化の展開のなかに自らの農

業経営の存続を見ている。もっとも、「第4班」内部でも、兼業深化から「農

業で行く人と行かない人に分かれていく」現状があり、このなかで「意見

の合う人が集まっていく」新しい小規模の集団も構想している。つまり、

「それぞれの個別農家の経営にとって有利と判断されたかぎりでの共同(12)」

化が進展するわけである。いづれにしても、すでに述べた「施設主導型」

の共同化に再編されていくなかで、水稲作経営を維持し、それにプラスア

ルファを加えた経営志向を展開するところに、この(18)農家の経営志

向上の特徴がある。

4、「高速道路関連事業」と生産組織

一酒田市漆曽根四区集落-

次に、酒田市漆曽根四区をとりあげてみよう。漆曽根四区は、酒田市の

東方に位置し、戸数27戸、うち農家数22戸の集落である。この集落では、

転作がらみで、大豆などの畑作もおこなわれているが、全体としては典型

的な水田単作地帯である。また、この集落は、後述するように、経営面積

2ヘクタール以上の農家が全体の三分の二を占めている。当然、水田単作

農業が大半である。

その水田単作という特徴的な農業経営を進めてきた当の集落にあっては、

現在厳しい現実に直面している。しかし、とくに、農業経営の国難という

事態を越えて、それに対してどのような営農の方向が模索されているか。

近年の動向のなかでそれをたどってみたい。酒田市では、1987(昭和61)

年から三年間に渡って、市の単独事業として「稲作大規模経営モデル事業」
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を実施した。これは、市が特定のモデル集落を毎年三集落づつ指定し、そ

の指定した集落に三年間継続して各種の助成を与えるものである。助成の

具体的内容は、農作業の委託側に流動化奨励金、離農給付金の上乗せ、委

託料の10パーセント補助金などがある。他方、受託側には、小作料の10

パーセント助成、近代化資金利子の2パーセント助成などがある(13)。もち

ろん、中核農家になれるものとそうでないものを、しかも集落自らが選り

分けるということで反対の声もあったが、経営規模の拡大を希望する受託

農家としては、受託料や小作料の補助は魅力であり、受入の希望がいくつ

か示された。漆曽根四区では1989(平成2)年、この酒田市からの働き

かけに応じて、6戸の農家が「モデル中核農家」を希望し、その通りに指

定された。表10での農家番号でいえば(3)(5)(17)(19)(25)であ

る。この集落の場合には、「モデル事業」を受けたのは、当時、助成を得

て受託面積を増やすということであったが、またその過程で全員が機械装

備をすることはないのではないか、つまり機械の有効利用、作業における

役割分担も検討された。その結果、「モデル事業」の助成のうち、近代化

資金利子の2パーセント補助を使って、(5)(25)のあいだでコンバイ

ン1台の共同所有が実現した。そうして、一方では一件分増加した受託作

業に対応した。また、他方では、(17)農家の田植機を更新せず、(5)

農家に田植作業を委託するという形をとった。そのねらいとしては三割近

いコスト低減で、経営の合理化をはかるというものであった。「部落ぐる

み」の集団栽培以後では、初めての共同化の試みであるが、形態としては

有志共同の小グループであったといえる。

表示はしていないが、1998(平成10)年時点における漆曽根四区の農

業経営状況を摘記してみよう。この集落の農家は、一般的に経営規模が大

きい庄内地方のなかでも、相対的には水田所有面積が大きいといえる。そ

のため従来は受委託も数としては少なかった。しかし、水稲作経営の不利

性の進行のなかで、受託農家と委託農家の分化が顕在化しはじめている。

全体としては、三ヘクタール以上層に受託農家が存在する。しかし、農家
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番号(10)に見られるように、二ヘクタール以上層でも委託に出してい

る農家がある。(10)は、具体的には、高齢化による農作業の困難から委

託に出している事情がある。また、農家番号(9)(23)は、それぞれ所

有面積の100アール、40アールを作業委託に出しているが、農業機械の所

有状況とも関わらせて判断しても、農作業への従事度はかなり低いといわ

ざるをえない。

次に、その農業機械の所有状況であるが、農業機械の共同所有は、すで

に述べたように、「モデル事業」を契機にして、5条刈コンバインを1台、

(5)(25)の農家が実現している。他方、トラクターについては、

32PS1台を(21)(24)農家が共同所有していた。しかし、この場合は、

両者が親戚関係にあり、過剰投資回避の埋由から共同利用がなされている。

したがって、厳密な意味での有志共同ではない。

さて、ところで、1994(平成6)年に、平田第一カントリーが稼働を

開始している。この平田第一カントリーは、中平田、北平田地区全体の水

田1200ヘクタール、農家数580戸余りのうち、600ヘクタール、280戸を

対象として、乾燥、調整、貯蔵をおこなう施設である。その運営は、利用

者である農民が組織する「平田第一地区穀類乾燥調整貯蔵施設利用組合」

が当たっている(14)。この平田第一カントリーの場合には、京田ライスセン

ターのように、明示的に、事業目的に「生産組織(共同利用組織)」を通

じた「農業機械の効率的利用」を示してはいない。しかし、集落ごとに利

用班が設定され、その利用班ごとに刈取面積がとりまとめられている。し

たがって、単に施設を利用するというだけではなくて、利用班ごとに経費

の節減がめざされ、農業機械の共同利用組織はある意味では当然のことと

して合意されている。しかし、1998(平成10)年時点では、平田第一カ

ントリーには、25戸の農家のうち、9戸が加入している。全体としては、

4ヘクタール前後の農家は、乾燥機を装備して個別に作業をし、それ以下

層ではカントリーに加入するという傾向を示している。つまり、こうした

形態で、個別の作業グループとカントリー・グループに分かれて固定化す
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るという様相を示していた。

この98年の段階では、カントリーの稼働にもかかわらず、水稲作の共

同作業は皆無であった。しかしながら、農業の不利性の一層の進行のなか

で、共同化の契機は形成されつつあり、既述の「モデル事業」への取り組

みや、カントリーへの加入もその現れのひとつである。「これからは、コ

ンバイン、乾燥機を更新する人はいないであろう」、「秋作業なら共同化の

可能性がある(15)」(⑤農家)という声に代表されるように、農業機械の小

規模な共同利用組織が形成される基盤は成熟してきているのである。後述

するように、この契機は、条件のあるところで発現してくるのである。そ

の具体的な条件は、「高速道路関連事業」の実施である。

この「高速道路関連事業」は、正式には「高速道路関連特別用地対策」

と呼ばれ、1992(平成4)年から1998年(平成10)年まで実施された

事業である。その内容は、「東北横断自動車道酒田線および東北中央自動

車道(以下「高速道路」という)建設にともない、高速道路用地として農

地または林地を提供した農林家で、提供後においても農林業を継続しよう

とするもの(以下「被買収農林家」という)の農林業経営近代化と生活の

安定をはかるための営農対策の実施」をはかるものである。具体的には、

①園芸近代化施設整備事業、②畜産近代化整備事業、③農業機械化施設整

備事業、④農畜産物集出荷施設整備事業、⑤養蚕近代化施設整備事業、⑥

特用林産物生産施設整備事業、⑦林業機械整備事業、がある。漆曽根四区

が屈する酒田市北平田地区でも、この高速道路が横断し、したがって当地

区の場合には、1995(平成7)年から1998(平成10)年までの三年間、

「高速道路関連事業」が適用された。ところで、この事業には、「実施基準」

があり、それによれば「共同で利用する営農施設等については、その施設

の利用者が原則として5戸以上であって、当該利用者の二分の一以上が被

買収農林家で占められていること(16'」である。要するに、5人以上のグル

ープで組合を作り、そのなかに「被買収農林家」、つまり、地権者が半分

いればよいという用件である。そして、北平田の場合には、とくに③農業
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機械化施設整備事業に取り組み、コンバインを中心とした農業機械の共同

所有に参加した。なお、同事業の「補助金交付規定」によれば、農業機械

購入「経費の100分の50に相当する額」が補助される。加えて、酒田市が

独自に、この事業に上積みし、5パーセントの補助をつけている。合計

55パーセントの補助となっている。

以上の「高速道路関連事業」は、生産組合を通じて検討され、漆曽根四

区でも、様々な組み合わせで機械共同利用が現れた。表10は、2000(平

成12)年時点での、農業経営状況の一覧である。まず、トラクターでは、

(1)(3)農家が32PSl台、(12)(24)農家が42PS1台、(20)(21)

農家が、32PS1台の共同所有である。次に、田植機では、(1)(3)農

家が6条植乗用型を1台共同所有している。「高速道路関連事業」では、

これらの台数を超えた導入が可能であったが、実際には希望はなかった。

つまり、春作業の機械共同利用は、現在のところ国難があるということで

ある。なお、田植機については、(5)と(14)農家は8条植乗用型をそ

れぞれ1台個別に更新しており、(22)(24)農家は、6条植乗用型をそ

れぞれ1台更新している。ただし、この更新は「高速道路関連事業」とは

関連がない。

それに対して、コンバインの更新はすべて共同所有である。すなわち、

漆曽根四区の水田面積は66ヘクタールであり、「高速道路関連事業」では

コンバインは6台しか導入できない。そこで、生産組合を通じて、10ヘ

クタールを目途に農家の組み合わせをおこなってみたわけである。すなわ

ち、(1)(3)農家が4条刈1台、(5)(9)(25)農家が5条刈1台、

(12)(19)(24)農家が5条刈1台、(13)(14)農家が5条刈1台、

そして、(21)(22)農家が5条刈1台の共同所有である。

さて、以上のように、この事業を通じては10グループ、計14農家が農

業機械の共同利用に踏み出した。そして、コンバインの共同利用が顕著で

あり、このコンバインの共同所有には、刈取作業の共同化が付帯した。計

14農家での共同刈取という秋作業の共同化が実現している。もちろん、
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こうした動きについては「補助金がらみでできており、将来どうなるかわ

からない(17)」(⑤農家)という当事者の評価もある。しかしながら、これ

まで、農業機械に対しては補助がなかったのに対して、「高速道路関連事業」

では55パーセントの補助がつき、そうして地権者用件はあるものの、そ

れをクリアすれば補助が実現するという仕組みなわけである。他方では、

そうした誘導はあるものの、小規模な共同利用の有志組織が複数実現した

ということなわけである。すでに述べたように、この「高速道路関連事業」

は、単なる外的要因であっただけではなく、漆曽根四区において、生じて

いた農業機械の共同利用、それを通じたコストダウン、省力化の契機のキ

ッカケとして作用したのである。換言するならば、「高速道路関連事業」

という事業がらみではあるが、それを個別農家の利益という合理的判断か

ら、有利と理解し、その受け皿として小規模な機械共同利用組織を形成し

たわけである。その意味でも、以上の共同化は、当の集落の農民の、農業

経営上の合理的判断の帰結として見ることができるのである。

5、おわリに

以上見てきたように、山形県庄内地方は、従来、水田単作地帯として、

したがって水稲作を中心とした農業を営んできた。しかし、減反政策以降

の農政の展開、また低米価政策のもとで、こうした水稲作を中心とした農

業には大きな変更が迫られてきている。従来のように水稲専作という農業

経営を維持できる農家はごく少数である。

すでに述べたように、庄内農民の営農志向には、水稲専作志向、複合経

営志向、農外就労志向の三つの方向が兄いだされた。多くの農家は農外収

入を求める兼業化に踏み出さざるをえない状況にある。したがって、多く

は農外就労志向であり、水稲作を基礎としてプラスアルファを取り入れる

複合経営は数としては少数である。また、水稲専作志向は、可能性として

の営農志向である。要するに、農外就労を中心として、自らの経営形態に
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応じた就業構造を取らざるをえない農家の現実があるわけである。

ところで、どの営農志向にあっても、農業経営を自らの生計の基幹にお

くかぎりでは、当の農業経営の合理化を推し進めることが不可欠である。

そして、経営の合理化ということでは、農業機械の共同利用組織化、およ

び農作業の共同化によるコストダウン、省力化が目指されていたわけであ

る。以上の二つの事例からは、次の点が明らかである。すなわち、庄内地

方の場合、「部落ぐるみ」の集団栽培以後は、機械化一貫体系にもとづく

農作業の個別化が進んだが、80年代以降は、少数ながらコストダウンを

目指した少人数の有志による機械共同が見られた。そして、そこにライス

センターの稼働とあいまって乾燥・調整の共同化が実現する。その共同化

は、乾燥・調整だけでなく、刈取・脱穀といったコンバインの共同利用を

挺子とした秋作業の一貫した共同化の方向で進められる。鶴岡市京田地区

の場合には、1985(昭和60)年以降、平京田集落の場合には、1987(昭

和62)年以降になって、当の共同化は実現することになる。もっとも、

すでに述べたように、ライスセンターの導入は、刈取・脱穀、乾燥・調整

に限定されず、そのねらいは、耕起から田植にいたる春作業の共同化にも

あった。したがって、平京田の場合には、その形態が「部落ぐるみ」の集

団栽培のトラクター班を原型としているにしても、それが少人数単位で再

編され、他方では部分的に田植機の共同利用をも取り込みながら、そうし

てライスセンターのコンバイン利用班と重なっていくかぎり、当のねらい

を先取りしていたわけである。こうして、京田地区の場合には、ライスセ

ンターという「施設主導型」の共同化のなかに再編されて、春作業の共同

化にも踏み出しているわけである。この意味で、平京田集落の場合は、こ

うした動きに乗ったひとつの事例ということができるわけである。

他方、北平田地区の場合には、カントリーの稼働が1994(平成6)年

であり、また、京田地区と同様に利用班編成をとっているとはいっても、

農業機械の共同利用組織化は明示的には示されていなかった。ただし、コ

ンバインの共同利用組織化は進んだ。その意味では、平京田集落のように、
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「施設主導型」として秋作業の共同化が進んだわけではない。しかしなが

ら、そうはいってもすでに見たように、合理的経営の判断の観点からの機

械共同利用への契機は顕在化しており、それに「高速道路関連事業」の補

助事業が対応したわけである。そして、重要なことは、単に補助事業によ

って、農業機械の共同化がおこなわれたわけではなくて、コンバインの共

同利用には、刈取作業の共同化が付帯したということである。つまり、キ

ッカケとなる要因はあったとしても、漆曽根四区の場合には、農民自らが、

自らの経営利害にとって、農業機械の共同利用と共同作業を有利と判断し

たということである。現在はまだ、加入率は高くはないが、カントリーの

運営が軌道に乗って、加入率が高くなるにつれて、利用班としての内実を

得ていくものと思われる。

さて、以上のように、農業機械の共同利用組織、そしてそれに伴う農作

業の共同化の内実は一様ではなく、個別農家の経営上の利益となる条件が

ととのったところで、共同化が始まり、継続する。しかしながら、少人数

による有志共同の組織化は、今後一層展開するものと思われる(18)。
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